
様式２ 
 

広告料提案書 
 
                        令和  年  月  日 

 
（提出先）新潟市長                           

 
所在地               
事業者名              
代表者名              

       
 

 
 新潟市立図書館広告事業に係る広告料について，下記のとおり提案します。 
 

記 
 
月額広告料           円 

設置場所 新潟市立中央図書館ほか８図書館 
 

期  間 設置日から５年間 
 

 
 
 
 
備  考 
 
 
 
 

・上記の広告料には消費税及び地方消費税を含む。ただし，

期間中に消費税及び地方消費税にかかる税率が変更された

場合，変更前の広告料（税抜き）に変更後の税率により算

定された消費税及び地方消費税を加えた額に変更する。 
・別途，行政財産使用料を納付する。 
・広告料は市が別途指定する期間までに納付する。 
・広告を掲載しない期間があっても広告料は減額しない。 
・１か月に満たない期間の広告料は，１か月を３０日として 
 日割計算した額とする。 
 

 


